
◎　当該申請が法第４条各号に規定する基準に適合する旨の説明

１． 法第４条第一号：当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること。

（１）使用船舶

	船　　名
	
	

	船舶の種類
	
	

	船　　質
	
	

	航行区域
	
	

	進水年月日
	
	

	船舶所有者
	
	

	用　　途
	
	

	総トン数
	
	

	定員
	旅客
	
	

	
	船員
	
	

	
	その他の乗船者
	
	

	資　　格
	
	

	主機の種類
	
	

	連続最大出力
	
	

	最高速力
	
	

	航海速力
	
	

	全　　長
	
	

	幅
	
	

	最大高
	
	

	最大(満載)喫水
	
	

	造船所
	
	

	無線設備
	
	

	運動性能
	旋回径左回り
	
	

	
	旋回径右回り
	
	

	
	惰力
	
	

	操船上の特殊設備
	
	


添付書類：一般配置図、船舶国籍証書（写）及び船舶検査証書（写）、船舶検査手帳（写）、
船舶件名表（写）、復原性資料（写）等、事業の実態に応じて設備関係資料を追加
特殊構造船認定指示書（写） ※該当船舶の場合　
用船契約書（写）又は用船契約承認書（写）　※用船である場合
（２）係留施設・乗降施設
① 岸壁、桟橋、ポンツーン等
	







添付書類：桟橋平面図・桟橋正面図・桟橋側面図（断面図）、旅客乗降位置図、乗降用設備図、
一般配置図

② ビット等係船設備の強度及び配置
	







　　　　　添付書類：桟橋平面図、係船図

③ 防舷物の構造、配置
	







　　　　　添付書類：桟橋平面図

④ その他の係留施設等
	 






　　　　　添付書類：水面占用許可書（写）、使用承諾書（写）等

（３）水域施設
	








添付書類：航路水深図、操船図、桟橋平面図、橋脚クリアランス調査表

（４）気象・海象に対する安全対策
	










（５）陸上施設
	








添付書類：桟橋平面図、旅客乗降位置図、乗降用設備図、待合室と船舶との経路図、営業所・待合室・発券所図、賃貸借契約書、登記事項証明書等

２．法第４条第二号：当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。

（１）安全マネジメント体制及び運航管理体制

①安全統括管理者の略歴
氏　　　名     
生年月日      昭和　　年　　月　　日
本　　 籍      
現 住 所      
職　　 歴      





乗船履歴




資　　 格      

②運航管理者の略歴
氏　　 名      
生年月日      昭和　　年　　月　　日
本　　 籍      
現 住 所      
職　　 歴      





乗船履歴      



        資　　 格      

③安全管理組織図と配置 ※安全管理規程と合致するように記載











　　経営管理部門
経営トップ
安全統括管理者　　　１名


運航管理者　　　　　　　名
運航管理補助者　　　　名


④安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制　
	




（２）運航の可否の判断　
	　


添付書類：運航基準図、橋脚クリアランス調査表

（３）各種作業体制

1 陸上作業
	








2 船内作業
	








③委託作業
	



（４）その他
①その他の運航管理体制
②乗組員体制　添付書類：乗組船員名簿、船舶職員の海技免状（写）・小型船舶操縦免許証（写）

３．法第４条第三号：前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

（１）保険契約締結
	








添付書類：保険証券（写）

４．法第４条第四号：当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

（１）会社概要
	社名：
所在地：
設立：
資本金：
主たる出資者：


      添付書類：会社案内等

（２）経営形態、組織
	  





添付書類：組織図

（３）所要資金及び資金計画
	


添付書類：定款、登記事項証明書、最近１年間の損益計算書及び貸借対照表




５．法第４条第五号：当該事業の開始によって船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。

1. 航路（基準経路）
	




添付書類：運航基準図

1. 安全運航対策
	







③岸壁等使用計画
	









添付書類：水面占用許可書（写）、使用承諾書（写）等、運航基準図　

◎創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画
	


添付書類：定款及び登記事項証明書、最近１年間の損益計算書及び貸借対照表

◎安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴           
	法第４条第二号の基準に適合する旨の説明を参照




◎運送約款                                                                    
    標準運送約款（昭和６１年５月２６日付け運輸省告示第２５２号）を適用。
